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務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
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三
月
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九
日
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〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
五
号

　
　
　
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　

三　

県
以
外
の
者
か
ら
委
託
を
受
け
て
行
う
研
究
、
調
査
、
研
修
等
に
係
る
契
約
の
締
結

　

四　

県
と
県
以
外
の
者
が
共
同
し
て
行
う
研
究
開
発
に
関
す
る
契
約
の
締
結

　

五　

県
以
外
の
者
と
技
術
情
報
を
交
換
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
情
報
の
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
契
約
の
締
結

　

第
五
条
第
七
号
チ
中
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
」
を
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
」
に
改
め
、
同
条

第
十
四
号
ナ
中
「（
育
成
医
療
に
係
る
も
の
を
除
く
。）」
を
削
る
。

　

第
六
条
第
一
項
第
二
十
三
号
中
ユ
を
ス
と
し
、
同
号
キ
中
「
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
及
び
第
五
項
」
を
「
第
四
十

四
条
の
三
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
」
に
、「
食
事
の
提
供
等
及
び
実
費
の
徴
収
」
を
「
健
康

観
察
の
委
託
、
食
事
の
提
供
等
、
実
費
の
徴
収
及
び
協
力
の
要
請
（
所
管
区
域
内
で
の
措
置
に
限
る
。）」
に
改
め
、
同

号
中
キ
を
ヱ
と
し
、
ヱ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ヒ�　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
負
担
の
決
定
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
請
求
及
び
検
査

　
　

モ�　

第
五
十
条
の
六
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
及
び
病
原
体
の
受
領
及
び
検
査
並
び
に
同
条
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
及
び
病
原
体
の
提
出
の
命

令
及
び
収
去

　
　

セ　

第
五
十
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
退
院
等
の
届
出
の
受
理

　

第
六
条
第
一
項
第
二
十
三
号
中
サ
を
シ
と
し
、
ケ
か
ら
ア
ま
で
を
ア
か
ら
ミ
ま
で
と
し
、
同
号
マ
中
「
第
四
十
四
条

の
七
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
十
一
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
中
マ
を
テ
と
し
、
同
号
ヤ
中
「
第
四
項
及
び
第
五

項
」
を
「
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
」
に
改
め
、「
協
力
の
要
請
」
の
下
に
「
、
健
康
観
察
の

委
託
」
を
、「
徴
収
」
の
下
に
「（
所
管
区
域
内
で
の
措
置
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
号
中
ヤ
を
マ
と
し
、
マ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ケ�　

第
四
十
四
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
負
担
の
決
定
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
請
求
及
び
検
査

　
　

フ�　

第
四
十
四
条
の
三
の
五
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
及
び
病
原
体
の
受
領
及
び
検
査
並
び
に
同

条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
及
び
病
原
体
の
提

出
の
命
令
及
び
収
去

　
　

コ　

第
四
十
四
条
の
三
の
六
の
規
定
に
よ
る
退
院
等
の
届
出
の
受
理

　
　

エ�　

第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
請
求
、
第
十
四
条

の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
及
び
病
原
体
の
受
領
並
び
に
検
査
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
三

項
、
第
五
項
、
第
八
項
、
第
十
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
、
調
査
、
検
体
及
び
病
原
体
の
提
出
並

び
に
検
体
の
採
取
の
応
諾
の
請
求
並
び
に
検
査
並
び
に
質
問
及
び
調
査
の
応
諾
の
命
令
並
び
に
通
知
並
び
に
書

面
の
交
付
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
及
び
調
査
、
第
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
報
告
の
請
求
、
質
問
及
び
調
査
、
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
決
定
及
び
協
力

の
要
請
、
第
十
六
条
の
三
第
一
項
、
第
三
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
の
提
出
及

び
採
取
の
応
諾
の
勧
告
並
び
に
採
取
、
通
知
、
書
面
の
交
付
並
び
に
検
査
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
健
康
診

断
の
受
診
の
勧
告
及
び
実
施
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
通
知
、
確
認

の
求
め
の
受
理
、
確
認
、
感
染
症
診
査
協
議
会
の
意
見
の
聴
取
及
び
報
告
、
第
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
、
第
五
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
の
勧
告
、
説
明
及
び
措
置
並
び
に
感
染
症
診
査
協
議
会
へ
の
報

告
、
第
二
十
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
入
院
の
勧
告
、
措
置
及
び
期
間
の
延
長
、
感
染
症
診

査
協
議
会
の
意
見
の
聴
取
、
意
見
陳
述
の
機
会
の
付
与
並
び
に
通
知
、
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
移
送
、
第

二
十
二
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
退
院
の
措
置
及
び
求
め
の
受
理
並
び
に
確
認
、
第
二
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十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
三
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
書
面
の
交
付
、
第

二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
申
出
の
受
理
、
聴
取
及
び
処
理
並
び
に
通
知
、
第
二
十
六
条
第
一
項
及

び
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
入
院
の
勧
告
及
び
措
置
並
び
に
報
告
、

第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
入
院
の
勧
告
、
措
置
及
び
期
間
の
延
長
、
感
染
症
診
査
協
議
会
の
意
見
の
聴
取
、
意

見
陳
述
の
機
会
の
付
与
並
び
に
通
知
、
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
移
送
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
三
項
及

び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
退
院
の
措
置
及
び
求
め
の
受
理
並
び
に
確
認
、
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

十
六
条
の
三
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
書
面
の
交
付
並
び
に
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に

よ
る
苦
情
の
申
出
の
受
理
、
聴
取
及
び
処
理
並
び
に
通
知
、
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
検
体
及
び
病
原
体
の
提
出
の
命
令
、
収
去
並
び
に
検
査
、
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
三
項

及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
の
提
出
及
び
採
取
の
応
諾
の
命
令
並
び
に
採
取
並
び
に
検
査
、
第
二
十
七
条

の
規
定
に
よ
る
消
毒
の
命
令
及
び
指
示
並
び
に
消
毒
、
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
ね
ず
み
族
、
昆
虫
等
の
駆

除
の
命
令
及
び
指
示
並
び
に
駆
除
、
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令
、
指
示
及
び
措
置
、
第
三
十
条
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
死
体
の
移
動
の
制
限
及
び
禁
止
並
び
に
埋
葬
の
許
可
、
第
三
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
水
の
使
用
及
び
給
水
の
制
限
及
び
禁
止
の
命
令
、
第
三
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
質
問
及
び
調
査
、
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
書
面
の
交
付
、

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
負
担
の
決
定
、
第
三
十
八
条
第
五
項
、
第
六
項
、
第
七
項
、
第
八

項
及
び
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
指
導
、
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
請
求
及
び
検
査
、
第
四
十

四
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
請
求
、

協
力
の
要
請
、
健
康
観
察
の
委
託
、
食
事
の
提
供
等
及
び
実
費
の
徴
収
（
所
管
区
域
内
で
の
措
置
に
限
る
。）、

第
四
十
四
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
負
担
の
決
定
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
請
求
及
び
検
査
、
第
四
十
四
条
の
三
の
五
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
検
体
及
び
病
原
体
の
受
領
及
び
検
査
並
び
に
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
六
条
の
三
第

一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
及
び
病
原
体
の
提
出
の
命
令
及
び
収
去
、
第
四
十
四
条
の
三
の
六
の
規

定
に
よ
る
退
院
等
の
届
出
の
受
理

　

第
六
条
第
一
項
第
二
十
三
号
中
ク
を
ヤ
と
し
、
同
号
オ
中
「
、
第
六
項
及
び
第
七
項
」
を
「
か
ら
第
九
項
ま
で
」
に

改
め
、
同
号
中
オ
を
ク
と
し
、
ヌ
か
ら
ノ
ま
で
を
ル
か
ら
オ
ま
で
と
し
、
同
号
リ
中
「
勧
告
」
の
下
に
「
、
説
明
」
を

加
え
、
同
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
イ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
リ
ま
で
と
し
、
同
号
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

イ　

第
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
請
求

　

第
六
条
第
一
項
第
四
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

四�

十
八　

指
定
難
病
等
に
係
る
看
護
人
等
派
遣
費
用
交
付
規
則
（
令
和
六
年
宮
城
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
施
行
に

関
す
る
次
の
こ
と
（
仙
台
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。）。

　
　

イ　

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
受
給
者
の
認
定

　
　

ロ　

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し

　

第
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「（
所
管
区
域
内
に
宮
城
県
（
仙
台
市
を
除
く
。）
に
お
け
る
主
た
る
事

業
所
を
設
置
す
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
号
ニ
中
「
徴
収
」
の
下
に
「（
環
境
生
活
部
長
の
専
決
事

項
に
係
る
許
可
の
取
消
し
及
び
事
業
の
停
止
命
令
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
立
入
検
査
」
の

下
に
「（
環
境
生
活
部
長
の
専
決
事
項
に
係
る
許
可
の
取
消
し
及
び
事
業
の
停
止
命
令
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。）」
を

加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
立
入
検
査
」
の
下
に
「（
仙
台
市
内
に
の
み
営
業
所
を
設
置
す
る
者
並
び
に
環
境
生
活
部
長

の
専
決
事
項
に
係
る
登
録
の
取
消
し
及
び
事
業
の
停
止
命
令
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

　

第
八
条
第
一
号
中
フ
を
ア
と
し
、
オ
か
ら
ケ
ま
で
を
ケ
か
ら
テ
ま
で
と
し
、
ウ
か
ら
ノ
ま
で
を
オ
か
ら
ヤ
ま
で
と
し
、

ヤ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

マ　

第
三
十
三
条
の
六
の
三
の
規
定
に
よ
る
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
の
利
用
の
勧
奨

　

第
八
条
第
一
号
ム
中
「
満
二
十
歳
未
満
義
務
教
育
終
了
児
童
等
」
を
「
児
童
自
立
生
活
援
助
対
象
者
」
に
改
め
、
同

号
中
ム
を
ノ
と
し
、
同
号
ラ
中
「
満
二
十
歳
未
満
義
務
教
育
終
了
児
童
等
の
援
助
等
」
を
「
児
童
自
立
生
活
援
助
対
象

者
の
援
助
」
に
改
め
、
同
号
中
ラ
を
ヰ
と
し
、
ナ
を
ウ
と
し
、
同
号
ネ
中
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第

三
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
中
ネ
を
ム
と
し
、
ヌ
か
ら
ツ
ま
で
を
ワ
か
ら
ラ
ま
で
と
し
、
同
号
リ
中
「
第

二
十
四
条
の
十
九
」
の
下
に
「
第
一
項
」
を
加
え
、「
相
談
、
助
言
、
あ
つ
せ
ん
、
調
整
及
び
要
請
」
を
「
相
談
及
び

助
言
」
に
改
め
、
同
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
ヌ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ル�　

第
二
十
四
条
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
入
所
施
設
等
の
利
用
に
関
す
る
あ
つ
せ
ん
、
調
整
及
び

要
請

　
　

ヲ　

第
二
十
四
条
の
十
九
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
連
携
及
び
調
整
そ
の
他
の
必
要
な
措
置

　

第
八
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

チ　

第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ヌ
の
規
定
に
よ
る
実
情
の
把
握
及
び
援
助

　

第
八
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
」
に
改
め
、

同
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一�　

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次

の
こ
と
。

　
　

イ　

第
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
の
一
時
保
護

　
　

ロ�　

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
女
性
自
立
支
援
施
設
に
お
け
る
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
の
保
護
及
び

自
立
支
援

　

第
八
条
の
二
第
二
号
ロ
中
「
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
女
性
相
談

セ
ン
タ
ー
」
を
「
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。
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第
十
条
第
一
項
第
二
十
四
号
中
「
三
千
万
円
」
を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
八
号
中
「
漁
港
漁
場
整
備

法
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ル
中
「
第
四
十
一
条
第
四
項
」
を
「
第
六
十
七

条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
中
ル
を
ワ
と
し
、
同
号
ヌ
中
「
第
四
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
二
項
」
に
改

め
、
同
号
中
ヌ
を
ヲ
と
し
、
同
号
リ
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
中
リ
を

ル
と
し
、
チ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

リ　

第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
の
補
償

　
　

ヌ　

第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
対
す
る
回
答

　

第
十
条
第
一
項
第
二
十
九
号
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
施
行
細
則
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施

行
細
則
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
号
中
タ
を
レ
と
し
、
イ
か
ら
ヨ
ま
で
を
ロ
か
ら
タ
ま
で
と
し
、
同
号
に
イ
と
し
て
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

イ　

第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
及
び
指
示

　

第
十
八
条
第
一
項
第
十
四
号
ル
中
「
第
五
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
五
十
五
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
中
ヨ
を
タ

と
し
、
カ
を
ヨ
と
し
、
ワ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

カ�　

第
八
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
応
急
仮
設
建
築
物
の
存
続
の
延
長
許
可
（
宮
城
県
建
築
審
査
会
の
事
前

同
意
基
準
を
満
た
す
場
合
又
は
同
条
第
八
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。）

　

第
十
八
条
第
一
項
第
五
十
四
号
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
」
を
「
建
築
物
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
第
一
項
第
二
十
四
号
の
改
正
規
定
及
び
第

十
八
条
第
一
項
第
十
四
号
ル
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
二
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

第
一
条　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
二
項
中
「
及
び
室
長
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
か
か
わ
ら
ず
」
の
下
に
「
、
担
当
課
長
」
を
加
え
、

同
条
第
五
項
中
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、「
及
び
室
長
」
を
削
る
。

　

第
五
条
第
一
項
の
表
課
長
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

課

長

担

当

課

長

総
括
課
長
補
佐
（
複
数
の
総

括
課
長
補
佐
を
置
く
課
に
あ

つ
て
は
、
当
該
事
務
を
担
当

す
る
総
括
課
長
補
佐
、
他
の

総
括
課
長
補
佐
の
順
）

専

門

監

総
括
課
長
補
佐
（
複
数
の
総

括
課
長
補
佐
を
置
く
課
に
あ

つ
て
は
、
当
該
事
務
を
担
当

す
る
総
括
課
長
補
佐
、
他
の

総
括
課
長
補
佐
の
順
）

　

第
五
条
第
一
項
の
表
課
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

担
当
課
長

総
括
課
長
補
佐
（
複
数
の
総

括
課
長
補
佐
を
置
く
課
に
あ

つ
て
は
、
当
該
事
務
を
担
当

す
る
総
括
課
長
補
佐
、
他
の

総
括
課
長
補
佐
の
順
）

　

附
則
第
三
項
中
「
出
納
局
会
計
課
長
」
を
「
出
納
局
出
納
総
務
課
長
」
に
、「
検
査
課
長
の
協
議
」
を
「
出
納
局

検
査
課
長
の
協
議
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
四
項
中
「
う
ち
」
の
下
に
「
、
担
当
課
長
」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
一
総
務
部
長
の
私
学
・
公
益
法
人
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
五
号
中
「
高
等
看
護
学
校
及
び
」
を
削
り
、

同
表
私
学
・
公
益
法
人
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
三
号
中
「
高
等
看
護
学
校
及
び
」
を
削
り
、
同
表
税
務
課
長
の
専

決
事
項
の
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
同
項
第
八
号
中
ハ
を
削
り
、
ニ
を
ハ
と
し
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、

同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

　

五�　

森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
三
号
）
第
八
条
第
二
項
及
び

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
森
林
環
境
税
の
国
へ
の
払
込
み

　

別
表
第
一
市
町
村
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
四
号
イ
中
「
本
人
確
認
情
報
」
の
下
に
「
又
は
附
票
本
人
確
認
情
報
」

を
、「
第
三
十
条
の
三
十
二
」
の
下
に
「（
第
三
十
条
の
四
十
四
の
十
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）」
を
、「
第
三
十
条
の
三
十
三
」
の
下
に
「（
第
三
十
条
の
四
十
四
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」

を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
本
人
確
認
情
報
」
の
下
に
「
又
は
附
票
本
人
確
認
情
報
」
を
、「
第
三
十
条
の
三
十
五
」
の

下
に
「（
第
三
十
条
の
四
十
四
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
号
ハ
中
「
本
人
確
認
情

報
処
理
事
務
」
の
下
に
「
及
び
附
票
本
人
確
認
情
報
処
理
事
務
」
を
、「
第
三
十
条
の
三
十
六
」
の
下
に
「（
第
三
十

条
の
四
十
四
の
十
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
表
復
興
危
機
・
管
理
部
長
の

防
災
推
進
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一�　

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
地
方
公
共
機
関
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の
指
定

　

別
表
第
一
防
災
推
進
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ハ　

市
町
村
地
域
防
災
計
画
の
作
成
又
は
修
正
に
係
る
助
言
等
（
第
四
十
二
条
）

　

別
表
第
一
企
画
部
長
の
デ
ジ
タ
ル
み
や
ぎ
推
進
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
及
び
同
表
デ
ジ
タ
ル
み
や
ぎ
推
進
課
長

の
専
決
事
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
　
　
　

産
業
デ
ジ
タ
ル
推
進
課

　
　
　

産
業
デ
ジ
タ
ル
推
進
課
長

　

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発

展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

四
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
（
情
報
通
信
関

連
産
業
分
野
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。）。

　

イ�　

土
地
利
用
調
整
計
画
及
び
そ
の
変
更
に
係
る
同

意
（
第
十
一
条
、
第
十
二
条
）

　

ロ�　

地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
及
び
そ
の
変
更
の
承

認
（
第
十
三
条
、
第
十
四
条
）

　

ハ�　

地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
に
つ
い
て
の
協
議
に

対
す
る
同
意
（
第
十
三
条
、
第
十
四
条
）

　

ニ�　

地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
の
承
認
の
取
消
し

（
第
十
四
条
）

　

ホ�　

承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
者
に
対
す
る
指
導
及

び
助
言
（
第
四
十
条
）

　

ヘ�　

承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
者
に
対
す
る
報
告
の

徴
収
（
第
四
十
一
条
）

　

別
表
第
一
企
画
部
長
の
地
域
振
興
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同

表
地
域
振
興
課
長
の
専
決
事
項
の
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
同
表

環
境
政
策
課
長
の
専
決
事
項
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

五�　

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
次
の

こ
と
（
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連
産
業
分
野
（
資
源
循
環
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。）。

　
　

イ　

土
地
利
用
調
整
計
画
及
び
そ
の
変
更
に
係
る
同
意
（
第
十
一
条
、
第
十
二
条
）

　
　

ロ　

地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
及
び
そ
の
変
更
に
つ
い
て
の
承
認
（
第
十
三
条
、
第
十
四
条
）

　
　

ハ　

地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
及
び
そ
の
変
更
に
つ
い
て
の
協
議
に
対
す
る
同
意
（
第
十
三
条
、
第
十
四
条
）

　
　

ニ　

地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
の
承
認
の
取
消
し
（
第
十
四
条
）

　
　

ホ　

承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
者
に
対
す
る
指
導
及
び
助
言
（
第
四
十
条
）

　
　

ヘ　

承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
（
第
四
十
一
条
）

　

別
表
第
一
環
境
生
活
部
長
の
環
境
政
策
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
及
び
同
表
環
境
政
策
課
長
の
専
決
事
項
の
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
　
　
　

次
世
代
エ
ネ
ル
ギ
ー
室

一�　

太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例

（
令
和
四
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
施
行

に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　

イ�　

設
置
規
制
区
域
内
に
お
け
る
設
置
の
許
可

（
第
六
条
）

　

ロ�　

設
置
規
制
区
域
内
に
お
け
る
設
置
の
変
更
許

可
（
第
七
条
）

　

ハ�　

設
置
規
制
区
域
内
に
お
け
る
設
置
の
許
可
の

取
消
し
（
第
九
条
）

　

ニ　

事
業
者
に
対
す
る
勧
告
（
第
十
七
条
）

　

ホ　

事
業
者
に
対
す
る
措
置
命
令
（
第
十
八
条
）

　

へ�　

設
置
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
又
は
措
置
命

令
を
受
け
た
者
の
公
表
（
第
十
九
条
）

　

ト�　

既
存
施
設
の
設
置
規
制
区
域
内
に
お
け
る
変

更
許
可
（
附
則
第
三
項
）

二�　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
条
例

（
令
和
五
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
四
号
）
の
施
行

に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　

イ�　

認
定
地
域
脱
炭
素
化
促
進
事
業
計
画
等
に
準

ず
る
事
業
計
画
の
認
定
（
第
三
条
）

　

ロ�　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
変
換
し
て
得
ら

れ
る
電
気
を
専
ら
開
発
区
域
内
に
所
在
す
る
家

屋
に
お
い
て
消
費
す
る
も
の
と
し
て
の
認
定

（
第
十
六
条
）

　
　
　

次
世
代
エ
ネ
ル
ギ
ー
室
長

　

太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行

に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　

イ�　

太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
等
に
係
る
届
出
の
受

理
（
第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
条
、
第
十
一
条
、

第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
附
則
第
五
項
、
附
則
第

七
項
、
附
則
第
十
一
項
、
附
則
第
十
二
項
）

　

ロ�　

事
業
者
及
び
設
置
許
可
申
請
者
等
に
対
す
る
指

導
及
び
助
言
（
第
十
五
条
）

　

別
表
第
一
環
境
生
活
部
長
の
環
境
対
策
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
十
五
号
ニ
中
「
第
十
九
条
」
の
下
に
「
、
第

三
十
一
条
の
六
」
を
、「
第
二
十
九
条
」
の
下
に
「
、
第
四
十
七
条
の
十
二
、
第
四
十
七
条
の
十
三
」
を
加
え
、
同

表
自
然
保
護
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
四
号
ヘ
中
「
車
馬
等
の
使
用
等
を
規
制
す
る
区
域
」
を
「
車
馬
等
の
使
用
等

を
規
制
す
る
区
域
等
」
に
改
め
、
同
表
環
境
生
活
部
長
の
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
中
第

十
四
号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表

食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

十�　

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
給
水
開
始
前
の
検
査
（
水
質
検

査
に
限
る
。）
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別
表
第
一
循
環
型
社
会
推
進
課
長
の
専
決
事
項
の
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第

二
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三�　

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
次
の

こ
と
（
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連
産
業
分
野
（
資
源
循
環
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。）。

　
　

イ　

土
地
利
用
調
整
計
画
及
び
そ
の
変
更
に
係
る
同
意
（
第
十
一
条
、
第
十
二
条
）

　
　

ロ　

地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
及
び
そ
の
変
更
の
承
認
（
第
十
三
条
、
第
十
四
条
）

　
　

ハ　

地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
に
つ
い
て
の
協
議
に
対
す
る
同
意
（
第
十
三
条
、
第
十
四
条
）

　
　

ニ　

地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
の
承
認
の
取
消
し
（
第
十
四
条
）

　
　

ホ　

承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
者
に
対
す
る
指
導
及
び
助
言
（
第
四
十
条
）

　
　

ヘ　

承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
（
第
四
十
一
条
）

　

別
表
第
一
環
境
生
活
部
長
の
廃
棄
物
対
策
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
」
の
下
に
「（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）」
を
加
え
、
同
表
廃
棄
物
対
策
課
長
の
専
決
事
項
の

項
第
一
号
中
「
及
び
オ
」
を
「
及
び
ク
」
に
改
め
、
ク
を
ヤ
と
し
、
オ
を
ク
と
し
、
ノ
を
オ
と
し
、
ヰ
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ノ　

廃
棄
物
再
生
事
業
者
の
登
録
（
第
二
十
条
の
二
）

　

別
表
第
一
廃
棄
物
対
策
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
六
号
中
「
ヲ
ま
で
及
び
タ
」
を
「
カ
ま
で
、
ソ
及
び
ネ
」
に
改

め
、
同
号
レ
中
「
情
報
管
理
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
」
を
削
り
、
同
号
中
レ
を
ツ
と
し
、
イ
か
ら
タ
ま
で
を
ハ
か
ら
ソ
ま

で
と
し
、
同
号
に
イ
及
び
ロ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

イ　

指
導
及
び
助
言
（
第
十
九
条
）

　
　

ロ　

勧
告
及
び
命
令
（
第
二
十
条
）

　

別
表
第
一
廃
棄
物
対
策
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
六
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ネ　

立
入
検
査
（
第
百
三
十
一
条
）

　

別
表
第
一
保
健
福
祉
部
長
の
医
療
人
材
対
策
室
に
係
る
専
決
事
項
の
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と

し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。

　

八　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　
　

イ　

病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
に
対
す
る
措
置
命
令
（
第
百
十
一
条
）

　
　

ロ�　

特
定
労
務
管
理
対
象
機
関
の
指
定
（
第
百
十
三
条
第
一
項
、
第
百
十
八
条
第
一
項
、
第
百
十
九
条
第
一
項
、

第
百
二
十
条
第
一
項
）

　
　

ハ�　

宮
城
県
医
療
審
議
会
へ
の
諮
問
（
第
百
十
三
条
第
五
項
（
第
百
十
五
条
第
四
項
、
第
百
十
六
条
第
二
項
、

第
百
十
八
条
第
二
項
、
第
百
十
九
条
第
二
項
及
び
第
百
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）、
第
百
十
七
条
第
二
項
（
第
百
十
八
条
第
二
項
、
第
百
十
九
条
第
二
項
及
び
第
百
二
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。））

　
　

ニ�　

指
定
、
指
定
の
更
新
、
業
務
の
変
更
の
承
認
及
び
指
定
の
取
消
し
の
公
示
（
第
百
十
三
条
第
六
項
（
第
百

十
五
条
第
四
項
、
第
百
十
六
条
第
二
項
、
第
百
十
八
条
第
二
項
、
第
百
十
九
条
第
二
項
及
び
第
百
二
十
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
百
十
七
条
第
三
項
（
第
百
十
八
条
第
二
項
、
第
百
十
九

条
第
二
項
及
び
第
百
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。））

　
　

ホ�　

指
定
の
更
新
（
第
百
十
五
条
第
四
項
（
第
百
十
八
条
第
二
項
、
第
百
十
九
条
第
二
項
及
び
第
百
二
十
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。））

　
　

へ�　

業
務
の
変
更
の
承
認
（
第
百
十
六
条
第
二
項
（
第
百
十
八
条
第
二
項
、
第
百
十
九
条
第
二
項
及
び
第
百
二

十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。））

　
　

ト�　

指
定
の
取
消
し
（
第
百
十
七
条
第
一
項
（
第
百
十
八
条
第
二
項
、
第
百
十
九
条
第
二
項
及
び
第
百
二
十
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。））

　
　

チ　

休
息
時
間
の
確
保
を
行
わ
な
い
こ
と
の
許
可
（
第
百
二
十
三
条
第
四
項
）

　
　

リ　

特
定
労
務
管
理
対
象
機
関
の
管
理
者
に
対
す
る
必
要
な
休
息
時
間
確
保
命
令
（
第
百
二
十
三
条
第
五
項
）

　
　

ヌ�　

特
定
労
務
管
理
対
象
機
関
の
開
設
者
に
対
す
る
必
要
な
休
息
時
間
確
保
に
関
す
る
改
善
措
置
命
令
（
第
百

二
十
六
条
）

　

別
表
第
一
保
健
福
祉
部
長
の
医
療
人
材
対
策
室
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
九
号
を
削
り
、
同
表
医
療
人
材
対
策
室

長
の
専
決
事
項
の
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と

し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

七　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　
　

イ�　

報
告
の
要
求
（
第
百
十
三
条
第
七
項
（
第
百
十
五
条
第
四
項
、
第
百
十
六
条
第
二
項
、
第
百
十
八
条
第
二

項
、
第
百
十
九
条
第
二
項
及
び
第
百
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。））

　
　

ロ　

評
価
結
果
の
公
表
（
第
百
三
十
四
条
第
一
項
）

　

別
表
第
一
医
療
人
材
対
策
室
長
の
専
決
事
項
の
項
第
八
号
及
び
第
九
号
を
削
り
、
同
表
保
健
福
祉
部
長
の
長
寿
社

会
政
策
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
二
号
ニ
中
「
及
び
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
及
び
「
、
第
百
七
条
の
二
、

第
百
十
四
条
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
同
表
長
寿
社
会
政
策
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
七
号

を
削
り
、
同
表
保
健
福
祉
部
長
の
疾
病
・
感
染
症
対
策
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
二
号
中
ホ
を
削
り
、
ニ
を
ホ
と

し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ハ　

厚
生
労
働
大
臣
へ
の
代
行
の
要
請
（
第
十
五
条
の
三
）

　

別
表
第
一
保
健
福
祉
部
長
の
疾
病
・
感
染
症
対
策
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
二
号
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。
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ヘ�　

公
的
医
療
機
関
等
及
び
医
療
機
関
へ
の
指
示
、
勧
告
及
び
指
示
に
従
わ
な
い
旨
の
公
表
（
第
三
十
六
条
の

四
）

　
　

ト�　

検
査
等
措
置
協
定
を
締
結
し
た
病
原
体
等
の
検
査
を
行
っ
て
い
る
機
関
等
へ
の
勧
告
、
指
示
及
び
指
示
に

従
わ
な
い
旨
の
公
表
（
第
三
十
六
条
の
七
）

　
　

チ�　

流
行
初
期
医
療
確
保
拠
出
金
等
又
は
延
滞
金
の
徴
収
の
請
求
の
応
諾
及
び
滞
納
処
分
（
第
三
十
六
条
の
十

九
（
第
三
十
六
条
の
二
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。））

　
　

リ　

流
行
初
期
医
療
の
確
保
に
要
す
る
費
用
の
返
還
命
令
（
第
三
十
六
条
の
二
十
四
）

　
　

ヌ�　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
医
療
担
当
従
事
者
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
予
防
等
業
務

関
係
者
の
応
援
及
び
調
整
の
要
請
（
第
四
十
四
条
の
四
の
二
（
第
四
十
四
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。））

　
　

ル�　

新
感
染
症
医
療
担
当
従
事
者
又
は
新
感
染
症
予
防
等
業
務
関
係
者
の
応
援
及
び
調
整
の
要
請
（
第
五
十
一

条
の
二
）

　
　

ヲ　

総
合
調
整
の
実
施
の
決
定
（
第
六
十
三
条
の
三
）

　
　

ワ　

保
健
所
設
置
市
等
の
長
へ
の
入
院
の
勧
告
及
び
指
示
（
第
六
十
三
条
の
四
）

　

別
表
第
一
疾
病
・
感
染
症
対
策
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
三
号
ハ
中
「
第
四
十
三
条
」
の
下
に
「（
第
四
十
四
条

の
三
の
二
、
第
四
十
四
条
の
九
及
び
第
五
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
号
ハ
を
同

号
カ
と
し
、
同
号
ロ
中
「
第
四
十
二
条
」
の
下
に
「
、
第
四
十
四
条
の
三
の
三
及
び
第
五
十
条
の
四
（
第
四
十
四
条

の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
号
ロ
を
同
号
ワ
と
し
、
同
号
イ
中
「
第
四
十
条
」
の
下
に

「（
第
四
十
四
条
の
三
の
二
、第
四
十
四
条
の
九
及
び
第
五
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」を
加
え
、

同
号
イ
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
に
イ
か
ら
ル
ま
で
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

イ　

市
町
村
長
へ
の
協
力
の
要
請
（
第
十
六
条
）

　
　

ロ�　

公
的
医
療
機
関
等
、
地
域
医
療
支
援
病
院
及
び
特
定
機
能
病
院
が
講
ず
べ
き
も
の
等
の
通
知
及
び
そ
の
公

表
（
第
三
十
六
条
の
二
）

　
　

ハ�　

医
療
措
置
協
定
の
締
結
及
び
意
見
の
聴
取
並
び
に
当
該
医
療
措
置
協
定
の
内
容
の
公
表
（
第
三
十
六
条
の

三
）

　
　

ニ�　

公
的
医
療
機
関
等
又
は
地
域
医
療
支
援
病
院
若
し
く
は
特
定
機
能
病
院
、
医
療
措
置
協
定
を
締
結
し
た
医

療
機
関
へ
の
報
告
の
請
求
及
び
そ
の
公
表
（
第
三
十
六
条
の
五
）

　
　

ホ　

検
査
等
措
置
協
定
の
締
結
及
び
そ
の
内
容
の
公
表
（
第
三
十
六
条
の
六
）

　
　

ヘ�　

検
査
等
措
置
協
定
を
締
結
し
た
病
原
体
等
の
検
査
を
行
っ
て
い
る
機
関
等
へ
の
報
告
の
請
求
及
び
そ
の
公

表
（
第
三
十
六
条
の
八
）

　
　

ト　

流
行
初
期
医
療
確
保
措
置
の
実
施
及
び
そ
の
委
託
（
第
三
十
六
条
の
九
）

　
　

チ�　

業
務
に
関
す
る
報
告
の
徴
収
及
び
実
地
検
査
（
第
三
十
六
条
の
二
十
二
（
第
三
十
六
条
の
二
十
三
及
び
第

三
十
六
条
の
二
十
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。））

　
　

リ�　

返
納
金
の
返
納
の
請
求
及
び
そ
の
委
託
（
第
三
十
六
条
の
二
十
三
（
第
三
十
六
条
の
二
十
四
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。））

　
　

ヌ　

業
務
又
は
財
産
の
状
況
に
関
す
る
報
告
の
徴
収
及
び
実
地
検
査
（
第
三
十
六
条
の
三
十
七
）

　
　

ル　

感
染
症
指
定
医
療
機
関
の
指
定
及
び
そ
の
取
消
し
（
第
三
十
八
条
）

　

別
表
第
一
疾
病
・
感
染
症
対
策
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ヨ�　

健
康
観
察
の
委
託
、
食
事
の
提
供
等
及
び
実
費
の
徴
収
並
び
に
市
町
村
長
へ
の
協
力
の
要
請
（
第
四
十
四

条
の
三
（
第
四
十
四
条
の
九
及
び
第
五
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。））

　
　

タ�　

応
援
に
要
し
た
費
用
の
負
担
の
決
定
（
第
四
十
四
条
の
四
の
三
、
第
五
十
一
条
の
三
（
第
四
十
四
条
の
八

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。））

　

別
表
第
一
疾
病
・
感
染
症
対
策
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

十�　

指
定
難
病
等
に
係
る
看
護
人
等
派
遣
費
用
交
付
規
則
（
令
和
六
年
宮
城
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
施
行
に
関

す
る
次
の
こ
と
（
仙
台
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。）。

　
　

イ　

受
給
者
の
認
定
（
第
三
条
）

　
　

ロ　

認
定
の
取
消
し
（
第
五
条
）

　

別
表
第
一
保
健
福
祉
部
長
の
子
育
て
社
会
推
進
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
「
ト
に
」
を
「
チ
に
」
に
、

「
リ
に
」
を
「
ヌ
に
」
に
改
め
、
同
号
中
ヲ
を
ワ
と
し
、
同
号
ル
中
「
児
童
福
祉
法
施
行
令
」
の
下
に
「（
昭
和
二

十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）」
を
加
え
、
同
号
中
ル
を
ヲ
と
し
、
ホ
か
ら
ヌ
ま
で
を
ヘ
か
ら
ル
ま
で
と
し
、
同
号
ニ

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ホ�　

指
定
療
育
機
関
及
び
指
定
養
育
医
療
機
関
の
指
定
の
取
消
し
（
第
二
十
条
、
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年

法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
条
）

　

別
表
第
一
保
健
福
祉
部
長
の
子
育
て
社
会
推
進
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
二
号
中
「
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
」
の
下
に
「（
平
成
二
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
三
十
七
号
）」
を
加

え
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三�　

母
体
保
護
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
導
員
指
定
の

取
消
し

　

別
表
第
一
子
育
て
社
会
推
進
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
「
ヌ
に
」
を
「
ル
に
」
に
改
め
、
同
号
中
ヲ
を
カ

と
し
、
ル
を
ワ
と
し
、
ト
か
ら
ヌ
ま
で
を
チ
か
ら
ル
ま
で
と
し
、
ル
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ヲ　

療
育
の
費
用
の
自
己
負
担
額
の
決
定
（
第
五
十
六
条
）

　

別
表
第
一
子
育
て
社
会
推
進
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



（7）　令和６年３月29日　金曜日 号外第15号宮　　城　　県　　公　　報

　
　

ト　

療
育
の
給
付
及
び
指
定
療
育
機
関
の
指
定
（
第
二
十
条
）

　

別
表
第
一
子
育
て
社
会
推
進
課
長
の
専
決
事
項
の
項
中
第
二
号
を
第
四
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加

え
る
。

　

二　

母
体
保
護
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
員
の
指
定
及
び
講
習
の
認
定

　

三　

母
子
保
健
法
第
二
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
養
育
医
療
機
関
の
指
定

　

別
表
第
一
保
健
福
祉
部
長
の
子
ど
も
・
家
庭
支
援
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
「
ホ
及
び
ヘ
」
を
「
チ
及

び
リ
」
に
、「
及
び
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
、
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
、

「
チ
に
」
を
「
ル
に
」
に
改
め
、
同
号
リ
中
「（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）」
を
削
り
、
同
号
中
リ
を
ヲ
と

し
、
ニ
か
ら
チ
ま
で
を
ト
か
ら
ル
ま
で
と
し
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ハ�　

親
子
再
統
合
支
援
事
業
、
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
又
は
意
見
表
明
等
支
援
事
業
の
届
出
の
受
理

（
第
三
十
四
条
の
七
の
二
）

　
　

ニ�　

親
子
再
統
合
支
援
事
業
を
行
う
者
、
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
を
行
う
者
又
は
意
見
表
明
等
支
援

事
業
を
行
う
者
に
対
す
る
事
業
の
制
限
命
令
及
び
停
止
命
令
（
第
三
十
四
条
の
七
の
四
）

　
　

ホ　

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
の
届
出
の
受
理
（
第
三
十
四
条
の
七
の
五
）

　
　

ヘ�　

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
を
行
う
者
に
対
す
る
事
業
の
制
限
命
令
又
は
停
止
命
令
（
第
三
十
四
条
の
七
の

七
）

　

別
表
第
一
保
健
福
祉
部
長
の
子
ど
も
・
家
庭
支
援
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二

号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「（
平
成
二
十
五
年
宮
城
県
規
則
第

三
十
七
号
）」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
六
号
と
し
、
第
九
号

を
第
七
号
と
し
、
同
表
子
ど
も
・
家
庭
支
援
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
「
ホ
に
」
を
「
ヘ
に
」
に
、「
及
び

里
親
」
を
「
、
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
里
親
」
に
改
め
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
ニ
を
ハ
と
し
、
チ

を
削
り
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ニ�　

親
子
再
統
合
支
援
事
業
を
行
う
者
、
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
を
行
う
者
及
び
意
見
表
明
等
支
援

事
業
を
行
う
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
、
質
問
及
び
立
入
検
査
（
第
三
十
四
条
の
七
の
三
）

　
　

ホ�　

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
を
行
う
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
、
質
問
及
び
立
入
検
査
（
第
三
十
四
条
の
七

の
六
）

　

別
表
第
一
子
ど
も
・
家
庭
支
援
課
長
の
専
決
事
項
の
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を

第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
削
り
、
第
九
号
を
第
五
号
と
し
、
第
十
号
を

第
六
号
と
し
、
同
表
保
健
福
祉
部
長
の
障
害
福
祉
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
四
号
中
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
の
下
に
「（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）」
を
加
え
、
同
号

ヘ
、
ト
及
び
チ
中
「
更
生
医
療
」
を
「
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
」
に
改
め
、
同
表
障
害
福
祉
課
長
の
専
決
事
項
の

項
第
四
号
チ
及
び
リ
中
「
更
生
医
療
」
を
「
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号

と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

七�　

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る

次
の
こ
と
。

　
　

イ　

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
資
格
及
び
額
の
認
定
（
第
五
条
）

　
　

ロ　

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
の
制
限
（
第
六
条
、
第
七
条
、
第
八
条
）

　
　

ハ　

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
の
停
止
（
第
十
一
条
）

　
　

ニ　

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
払
の
一
時
差
止
め
（
第
十
二
条
）

　
　

ホ�　

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
資
格
者
に
対
す
る
書
類
等
の
提
出
命
令
、
質
問
及
び
指
定
す
る
医
師
等
へ
の

受
診
命
令
（
第
三
十
六
条
）

　
　

ヘ　

官
公
署
に
対
す
る
資
料
の
徴
収
及
び
銀
行
等
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
（
第
三
十
七
条
）

　

別
表
第
一
薬
務
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
三
号
中
ハ
を
削
り
、ニ
を
ハ
と
し
、ホ
か
ら（
ホ
）ま
で
を
ニ
か
ら（
ニ
）

ま
で
と
し
、
同
表
経
済
商
工
観
光
部
長
の
産
業
立
地
推
進
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
及
び
同
表
産
業
立
地
推
進
課
長

の
専
決
事
項
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
　
　
　

富
県
宮
城
推
進
室

　

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長

発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る

次
の
こ
と
。

　

イ�　

基
本
計
画
に
係
る
主
務
大
臣
と
の
協
議
（
第

四
条
）

　

ロ　

基
本
計
画
の
変
更
の
協
議
（
第
五
条
）

　
　
　

富
県
宮
城
推
進
室
長

　

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発

展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
次
の

こ
と
。

　

イ　

基
本
計
画
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
（
第
五
条
）

　

ロ�　

土
地
利
用
調
整
計
画
及
び
そ
の
変
更
に
係
る
同

意
（
産
業
デ
ジ
タ
ル
推
進
課
長
、
環
境
政
策
課
長
、

循
環
型
社
会
推
進
課
長
、
産
業
立
地
推
進
課
長
、

観
光
戦
略
課
長
及
び
農
業
政
策
室
長
の
専
決
事
項

に
係
る
も
の
を
除
く
。）（
第
十
一
条
、
第
十
二
条
）

　

別
表
第
一
経
済
商
工
観
光
部
長
の
産
業
立
地
推
進
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
四
号
を
削
り
、
同
表
産
業
立
地
推

進
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
三
号
中
「
宮
城
県
も
の
づ
く
り
基
本
計
画
に
関
す
る
も
の
」
を
「
成
長
も
の
づ
く
り
産

業
及
び
物
流
関
連
産
業
分
野
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
ホ
ま
で
を
ロ

か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
中
「
第
三
十
五
条
」
を
「
第
四
十
条
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ト
中

「
第
三
十
六
条
」
を
「
第
四
十
一
条
」
に
改
め
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
表
経
済
商
工
観
光
部
長
の
観
光
政
策

課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
中
「
観
光
政
策
課
」
を
「
観
光
戦
略
課
」
に
、
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「
　

ハ�　

国
定
公
園
に
係
る
集
団
施
設
地
区
の
指
定
、

指
定
の
解
除
及
び
区
域
の
変
更
並
び
に
こ
れ
ら

の
公
示
（
第
三
十
六
条
）

　

ニ�　

国
定
公
園
に
係
る
公
園
管
理
団
体
の
運
営
に

関
す
る
改
善
命
令
（
第
五
十
二
条
）

　

ホ�　

国
定
公
園
に
係
る
公
園
管
理
団
体
の
指
定
の

取
消
し
及
び
そ
の
公
示
（
第
五
十
三
条
）

」
を

「
　

ハ�　

国
定
公
園
に
係
る
利
用
拠
点
整
備
改
善
計
画

の
認
定
、
変
更
及
び
取
消
し
並
び
に
こ
れ
ら
の

公
示
（
第
十
六
条
の
七
第
三
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
三
、
第
十
六
条

の
四
、
第
十
六
条
の
五
）

　

ニ�　

国
定
公
園
に
係
る
集
団
施
設
地
区
の
指
定
、

指
定
の
解
除
及
び
区
域
の
変
更
並
び
に
こ
れ
ら

の
公
示
（
第
三
十
六
条
）

　

ホ�　

国
定
公
園
に
係
る
自
然
体
験
活
動
促
進
計
画

の
認
定
、
変
更
及
び
取
消
し
並
び
に
こ
れ
ら
の

公
示
（
第
四
十
二
条
の
四
、
第
四
十
二
条
の
五
、

第
四
十
二
条
の
六
）

　

ヘ�　

国
定
公
園
に
係
る
公
園
管
理
団
体
の
運
営
に

関
す
る
改
善
命
令
（
第
五
十
二
条
）

　

ト�　

国
定
公
園
に
係
る
公
園
管
理
団
体
の
指
定
の

取
消
し
及
び
そ
の
公
示
（
第
五
十
三
条
）

」
に
改
め
、
同
表
観
光
政
策
課
長
の
専
決
事
項
の
項
中

「
観
光
政
策
課
長
」
を
「
観
光
戦
略
課
長
」
に
、

「
　

ハ�　

国
定
公
園
事
業
の
執
行
に
係
る
認
可
を
受
け

た
者
に
対
す
る
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
等

（
第
十
七
条
）

　

ニ�　

国
定
公
園
に
係
る
公
園
管
理
団
体
の
指
定
及

び
そ
の
公
示
（
第
四
十
九
条
）

　

ホ�　

国
定
公
園
の
指
定
等
に
係
る
実
地
調
査
の
実

施
の
た
め
の
他
人
の
土
地
へ
の
立
入
り
等
（
第

六
十
二
条
）

」
を

「
　

ハ�　

国
定
公
園
事
業
の
執
行
に
係
る
認
可
を
受
け

た
者
及
び
国
定
公
園
に
係
る
利
用
拠
点
整
備
改

善
計
画
の
認
定
を
受
け
た
者
に
対
す
る
報
告
徴

収
及
び
立
入
検
査
等
（
第
十
七
条
）

　

ニ�　

国
定
公
園
に
係
る
自
然
体
験
活
動
促
進
計
画

の
認
定
を
受
け
た
者
に
対
す
る
報
告
徴
収
及
び

立
入
検
査
等
（
第
四
十
二
条
の
七
）

　

ホ�　

国
定
公
園
に
係
る
公
園
管
理
団
体
の
指
定
及

び
そ
の
公
示
（
第
四
十
九
条
）

　

へ�　

国
定
公
園
の
指
定
等
に
係
る
実
地
調
査
の
実

施
の
た
め
の
他
人
の
土
地
へ
の
立
入
り
等
（
第

六
十
二
条
）

」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

八�　

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
次
の

こ
と
（
観
光
産
業
分
野
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。）。

　
　

イ　

土
地
利
用
調
整
計
画
及
び
そ
の
変
更
に
係
る
同
意
（
第
十
一
条
、
第
十
二
条
）

　
　

ロ　

地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
及
び
そ
の
変
更
の
承
認
（
第
十
三
条
、
第
十
四
条
）

　
　

ハ　

地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
に
つ
い
て
の
協
議
に
対
す
る
同
意
（
第
十
三
条
、
第
十
四
条
）

　
　

ニ　

地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
の
承
認
の
取
消
し
（
第
十
四
条
）

　
　

ホ　

承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
者
に
対
す
る
指
導
及
び
助
言
（
第
四
十
条
）

　
　

ヘ　

承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
（
第
四
十
一
条
）

　

別
表
第
一
農
政
部
長
の
農
業
政
策
室
に
係
る
専
決
事
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め
の
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

（
令
和
四
年
法
律
第
三
十
七
号
。
以
下
「
み
ど
り
の
食
料
シ
ス
テ
ム
法
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　

イ�　

基
本
計
画
の
作
成
、
農
林
水
産
大
臣
へ
の
協
議
、
公
告
、
縦
覧
、
意
見
書
の
受
理
及
び
基
本
計
画
の
公
表
（
第

十
六
条
、
第
十
七
条
）

　

ロ　

基
本
計
画
の
変
更
、
農
林
水
産
大
臣
へ
の
協
議
及
び
基
本
計
画
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
（
第
十
七
条
）

　

ハ　

基
盤
確
立
事
業
実
施
計
画
の
認
定
に
係
る
協
議
へ
の
同
意
（
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条
）

　

別
表
第
一
農
業
政
策
室
長
の
専
決
事
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一�　

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
次
の

こ
と
（
農
林
水
産
・
食
品
関
連
産
業
分
野
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。）。

　
　

イ　

土
地
利
用
調
整
計
画
及
び
そ
の
変
更
に
係
る
同
意
（
第
十
一
条
、
第
十
二
条
）

　
　

ロ　

地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
及
び
そ
の
変
更
の
承
認
（
第
十
三
条
、
第
十
四
条
）

　
　

ハ　

地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
に
つ
い
て
の
協
議
に
対
す
る
同
意
（
第
十
三
条
、
第
十
四
条
）

　
　

ニ　

地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
の
承
認
の
取
消
し
（
第
十
四
条
）

　
　

ホ　

承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
者
に
対
す
る
指
導
及
び
助
言
（
第
四
十
条
）

　
　

ヘ　

承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
（
第
四
十
一
条
）
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二　

み
ど
り
の
食
料
シ
ス
テ
ム
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　
　

イ　

基
本
計
画
の
進
捗
及
び
実
施
状
況
の
報
告
（
第
十
八
条
）

　
　

ロ　

農
林
水
産
大
臣
へ
の
協
議
（
第
十
九
条
、
第
二
十
条
）

　
　

ハ　

農
林
水
産
大
臣
及
び
当
該
指
定
市
町
村
の
長
へ
の
協
議
（
第
二
十
一
条
第
六
項
、
第
二
十
二
条
）

　
　

ニ　

農
林
水
産
大
臣
へ
の
通
知
（
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
）

　
　

ホ　

基
盤
確
立
事
業
実
施
計
画
の
認
定
に
関
す
る
農
業
委
員
会
へ
の
意
見
聴
取
（
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条
）

　

別
表
第
一
農
業
振
興
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
ロ
を
ホ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ロ　

農
地
中
間
管
理
権
の
設
定
に
係
る
公
告
及
び
通
知
（
第
三
十
八
条
）

　
　

ハ�　

農
地
中
間
管
理
権
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
（
第
三
十
九
条
（
第
四
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。））

　
　

ニ　

農
地
中
間
管
理
権
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
に
係
る
通
知
及
び
公
告
（
第
四
十
条
）

　

別
表
第
一
農
政
部
長
の
農
村
整
備
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

八　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　
　

イ　

特
定
計
画
の
協
議
の
処
理
（
第
六
条
の
二
）

　
　

ロ　

国
土
調
査
に
係
る
勧
告
（
第
八
条
）

　
　

ハ　

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
（
第
十
九
条
）

　

別
表
第
一
農
村
整
備
課
長
の
専
決
事
項
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

九　

国
土
調
査
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　
　

イ　

国
土
調
査
の
指
定
（
第
六
条
）

　
　

ロ　

地
籍
調
査
に
関
す
る
計
画
の
策
定
（
第
六
条
の
三
）

　
　

ハ　

審
議
会
等
に
対
す
る
調
査
審
議
の
請
求
（
第
十
五
条
）

　
　

ニ　

国
土
調
査
を
実
施
す
る
者
に
対
す
る
報
告
の
請
求
及
び
勧
告
（
第
二
十
二
条
）

　
　

ホ　

国
土
調
査
に
従
事
す
る
測
量
業
を
営
む
者
に
対
す
る
報
告
の
請
求
（
第
二
十
二
条
の
二
）

　
　

ヘ�　

国
土
調
査
と
関
係
が
あ
る
測
量
又
は
調
査
を
行
う
者
に
対
す
る
報
告
及
び
資
料
提
出
の
請
求
（
第
二
十
三

条
）

　

別
表
第
一
水
産
林
政
部
長
の
水
産
業
振
興
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
六
号
ロ
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
二
十
条
」

に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
十
九
条
」
を
「
第
二
十
一
条
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十
四
条
」

に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
六
条
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
七

条
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ト　

協
議
会
の
設
置
（
第
二
十
八
条
）

　

別
表
第
一
水
産
業
振
興
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
五
号
中
「
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。」
を
「
第
二
十
九
条

の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
」
に
改
め
、
同
号
イ
か
ら
同
号
ニ
ま
で
を
削
り
、
同
表
水
産
林
政
部
長

の
水
産
業
基
盤
整
備
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に

関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
中
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
六
十
八
条
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
を
カ
と
し
、
同
号
ホ

中
「
第
四
十
条
」
を
「
第
六
十
六
条
」
に
改
め
、
同
号
ホ
を
同
号
ワ
と
し
、
同
号
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ホ�　

漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
推
進
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
活
用
推
進
計
画
」
と
い
う
。）

の
策
定
（
第
四
十
一
条
）

　
　

ヘ�　

漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
実
施
計
画
」
と
い
う
。）
の

認
定
及
び
そ
の
変
更
の
認
定
（
第
四
十
三
条
）

　
　

ト　

実
施
計
画
に
係
る
勧
告
及
び
認
定
の
取
消
し
（
第
四
十
五
条
）

　
　

チ　

漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
設
定
（
第
四
十
八
条
、
第
五
十
二
条
）

　
　

リ　

漁
港
水
面
施
設
運
営
権
に
関
す
る
活
用
推
進
計
画
に
お
け
る
記
載
事
項
の
追
加
等
（
第
四
十
九
条
）

　
　

ヌ　

漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
移
転
の
許
可
（
第
五
十
五
条
）

　
　

ル　

漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
存
続
期
間
の
更
新
（
第
五
十
七
条
）

　
　

ヲ　

漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
取
消
し
等
（
第
五
十
九
条
）

　

別
表
第
一
水
産
業
基
盤
整
備
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
第
四
十
条
」
を
「
第
六
十
六
条
」
に
改
め
、
同
号
ホ
を
同
号
チ
と
し
、

同
号
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ホ　

漁
港
協
力
団
体
の
指
定
（
第
六
十
一
条
）

　
　

ヘ　

漁
港
協
力
団
体
の
監
督
等
（
第
六
十
三
条
）

　
　

ト　

漁
港
協
力
団
体
へ
の
情
報
の
提
供
等
（
第
六
十
四
条
）

　

別
表
第
一
土
木
部
長
の
都
市
計
画
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十

号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
を
削
り
、
同
表
土
木
部
長
の
都
市
計
画
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
及
び
同
表
都
市
計

画
課
長
の
専
決
事
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
　
　
　

都
市
環
境
課

一�　

県
立
都
市
公
園
条
例
第
十
二
条
の
二
第
六
項
の

規
定
に
よ
る
利
用
料
金
の
全
部
又
は
一
部
の
免
除

に
係
る
基
準
の
承
認

二　

水
道
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　

イ�　

水
道
事
業
の
経
営
及
び
そ
の
変
更
の
認
可

（
第
六
条
、
第
十
条
）

　

ロ�　

水
道
事
業
の
休
止
及
び
廃
止
の
許
可
（
第
十

一
条
）

　
　
　

都
市
環
境
課
長

　

水
道
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　

イ�　

給
水
開
始
前
の
検
査
（
水
質
検
査
を
除
く
。）

（
第
十
三
条
）

　

ロ　

専
用
水
道
の
確
認
（
第
三
十
二
条
）
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ハ　

供
給
条
件
の
変
更
の
認
可
（
第
十
四
条
）

　

ニ�　

水
道
用
水
供
給
事
業
の
経
営
及
び
そ
の
変
更

の
認
可
（
第
二
十
六
条
、
第
三
十
条
）

　

ホ�　

水
道
用
水
供
給
事
業
の
休
止
及
び
廃
止
の
許

可
（
第
三
十
一
条
）

　

ヘ�　

水
道
事
業
及
び
水
道
用
水
供
給
事
業
の
認
可

の
取
消
し
（
第
三
十
五
条
）

　

ト�　

水
道
事
業
、
水
道
用
水
供
給
事
業
及
び
専
用

水
道
の
設
置
者
に
対
す
る
改
善
の
指
示
及
び
水

道
技
術
管
理
者
を
変
更
す
べ
き
勧
告
（
第
三
十

六
条
）

　

チ�　

水
道
事
業
、
水
道
用
水
供
給
事
業
及
び
専
用

水
道
に
対
す
る
給
水
の
停
止
命
令
（
第
三
十
七

条
）

　

リ�　

水
道
事
業
者
に
対
す
る
供
給
条
件
の
変
更
の

認
可
を
申
請
す
べ
き
命
令
及
び
そ
の
申
請
を
し

な
い
場
合
の
供
給
条
件
の
変
更（
第
三
十
八
条
）

　

ヌ�　

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
け
る
水
道
用

水
の
緊
急
応
援
の
命
令
（
第
四
十
条
）

三　

下
水
道
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　

イ�　

流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
の
策
定
及
び

変
更
（
第
二
条
の
二
）

　

ロ�　

公
共
下
水
道
の
設
置
に
係
る
事
業
計
画
及
び

そ
の
変
更
に
つ
い
て
の
協
議
（
第
四
条
）

　

ハ�　

工
事
又
は
維
持
管
理
に
関
す
る
必
要
な
指
示

（
第
三
十
七
条
）

　

ニ　

監
督
処
分
等
（
第
三
十
八
条
）

　

別
表
第
一
土
木
部
長
の
建
築
宅
地
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
十
一
号
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

向
上
に
関
す
る
法
律
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
建
築
宅

地
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
ヒ
を
モ
と
し
、
ラ
か
ら
ヱ
ま
で
を
ム
か
ら
ヒ
ま
で
と
し
、
同
号
ナ
中
「
第
六
十

七
条
の
三
」
を
「
第
六
十
七
条
」
に
改
め
、
同
号
ナ
を
同
号
ラ
と
し
、
同
号
中
ネ
を
ナ
と
し
、
ツ
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

　
　

ネ　

居
住
環
境
向
上
用
途
誘
導
地
区
内
に
お
け
る
建
築
物
の
許
可
（
第
六
十
条
の
二
の
二
）

　

別
表
第
一
建
築
宅
地
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
十
号
中
「
並
び
に
同
令
第
二
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
特
定
の
民

間
再
開
発
事
業
の
認
定
」
を
削
り
、
同
項
第
十
五
号
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
」

を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
十
七
号
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

　
　

ホ�　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
す
る
計
画
の
認
定
及
び
認
定
の
更
新
並
び
に
認
定
を
受
け
た
管
理
計
画
の
変
更

の
認
定
（
第
五
条
の
四
、
第
五
条
の
五
、
第
五
条
の
六
、
第
五
条
の
七
）

　
　

ヘ　

管
理
計
画
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
に
関
す
る
報
告
の
徴
収
（
第
五
条
の
八
）

　
　

ト　

管
理
計
画
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
に
関
す
る
改
善
命
令
（
第
五
条
の
九
）

　
　

チ　

管
理
計
画
の
認
定
の
取
消
し
（
第
五
条
の
十
）

　
　

リ　

指
定
認
定
事
務
支
援
法
人
へ
の
委
託
（
第
五
条
の
十
二
）

　

別
表
第
一
建
築
宅
地
課
長
の
専
決
事
項
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十�

八　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
十
八
条
に
基
づ
く

容
積
率
の
特
例
の
許
可

　

別
表
第
一
仙
南
保
健
所
長
、
塩
釜
保
健
所
長
、
大
崎
保
健
所
長
、
石
巻
保
健
所
長
及
び
気
仙
沼
保
健
所
長
の
専
決

事
項
の
項
第
二
号
イ
か
ら
ラ
ま
で
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

�　

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
（
所
管
区
域
内
に
宮
城
県
（
仙

台
市
を
除
く
。）
に
お
け
る
主
た
る
事
業
所
を
設
置
す
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。）。

　

別
表
第
一
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
中
「
更
生
医
療
」
を

「
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
」
に
改
め
、
同
表
地
方
振
興
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
二
十
三
号
イ
中
「
附
則
第

三
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
二
項
第
一
号
」
に
、「
第
九
条
の
二
第
一
号
」
を
「
第
九
条
の
十
二
第
一
号
」
に
改
め
、

同
号
ロ
中
「
附
則
第
三
項
第
三
号
」
を
「
附
則
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
十
八
号
を
第
四
十
号
と
し
、

第
三
十
七
号
を
第
三
十
九
号
と
し
、
第
三
十
六
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

三
十
七　

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　
　

イ　

遊
漁
船
業
者
の
登
録
（
第
五
条
）

　
　

ロ　

遊
漁
船
業
者
の
登
録
の
抹
消
（
第
十
一
条
）

　
　

ハ　

報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
（
第
二
十
九
条
）

　

三�

十
八　

遊
漁
船
業
者
登
録
簿
の
閲
覧
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
五
号
）
第
三
条
の
規
定
に

よ
る
閲
覧
所
の
閉
鎖
及
び
閲
覧
時
間
の
短
縮

　

別
表
第
二
出
納
局
会
計
課
長
の
専
決
事
項
の
項
中
「
出
納
局
会
計
課
長
」
を
「
出
納
局
出
納
総
務
課
長
」
に
改
め
、

同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
表
出
納
局
会
計
指
導
検
査
室
長
の
専
決

事
項
の
項
中
「
出
納
局
会
計
指
導
検
査
室
長
」
を
「
出
納
局
出
納
管
理
課
長
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え

る
。

　

二　

証
紙
の
管
理

　

三　

証
紙
の
消
印
に
係
る
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
者
の
承
認
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別
表
第
四
農
業
農
村
整
備
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
十
二
号
中
「
三
千
万
円
」
を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
、
同
表

水
産
漁
港
部
長
の
専
決
事
項
の
項
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
二
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
同
項
第
九
号
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
施
行
細
則
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行

細
則
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
八
号
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
七
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

八　

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　
　

イ　

遊
漁
船
業
者
の
登
録
（
第
五
条
）

　
　

ロ　

遊
漁
船
業
者
の
登
録
の
抹
消
（
第
十
一
条
）

　
　

ハ　

報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
（
第
二
十
九
条
）

　

九�　

遊
漁
船
業
者
登
録
簿
の
閲
覧
に
関
す
る
規
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
所
の
閉
鎖
及
び
閲
覧
時
間
の
短
縮

　

別
表
第
四
林
業
振
興
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
八
号
イ
中
「
附
則
第
三
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
二
項
第
一
号
」

に
改
め
、
同
項
ロ
中
「
附
則
第
三
項
第
三
号
」
を
「
附
則
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
表
地
域
事
務
所
に
置
か
れ

る
農
業
農
村
整
備
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
九
号
中
「
三
千
万
円
」
を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
、
同
表
地
域
事
務
所

に
置
か
れ
る
林
業
振
興
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
六
号
イ
中
「
附
則
第
三
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
二
項
第
一
号
」

に
改
め
、
同
項
ロ
中
「
附
則
第
三
項
第
三
号
」
を
「
附
則
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
五
県
税
事
務
所
の
地
域
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

　

三�　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
税
事
務
所
長
に
委
任

さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　
　

イ　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
に
係
る
徴
収
金
の
徴
収

　
　

ロ　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
に
係
る
過
料
の
徴
収

　

別
表
第
六
保
健
福
祉
事
務
所
の
地
域
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

五　

生
活
保
護
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
（
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
岩
沼
地
域
事
務
所
長
に
限
る
。）。

　
　

イ　

保
護
の
変
更
（
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
）

　
　

ロ　

保
護
の
指
導
、
指
示
、
報
告
の
徴
収
、
立
入
調
査
及
び
検
診
命
令
（
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
）

　
　

ハ　

資
料
の
提
供
等
（
第
二
十
九
条
）

　
　

ニ�　

保
護
の
実
施
（
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
四
条

の
二
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
）

　
　

ホ　

保
護
施
設
か
ら
の
届
出
の
受
理
（
第
四
十
八
条
）

　
　

ヘ　

報
告
の
徴
収
（
第
五
十
五
条
の
六
）

　
　

ト　

保
護
の
変
更
、
停
止
及
び
廃
止
（
第
六
十
二
条
）

　
　

チ　

費
用
の
返
還
額
の
決
定
（
第
六
十
三
条
）

　
　

リ　

遺
留
品
の
処
分
（
第
七
十
六
条
）

　
　

ヌ　

保
護
金
品
の
返
還
の
免
除
（
第
八
十
条
）

　

六�　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
（
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
岩
沼
地
域
事
務
所
長
に
限

る
。）。

　
　

イ　

報
告
並
び
に
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
及
び
提
示
の
命
令
並
び
に
質
問
（
第
十
五
条
）

　
　

ロ　

閲
覧
及
び
資
料
の
提
供
の
請
求
並
び
に
報
告
の
徴
収
（
第
十
六
条
）

　

別
表
第
六
保
健
福
祉
事
務
所
の
地
域
保
健
福
祉
部
長
の
専
決
事
項
の
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と

し
、
第
四
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
十
三
号
を
削
り
、
同
項
第
十
四
号
を
同
項
第
十

二
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十�

三　

保
健
福
祉
事
務
所
の
地
域
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
（
地
域
事
務

所
の
事
業
担
当
区
域
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

　

別
表
第
六
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
岩
沼
支
所
長
の
専
決
事
項
の
項
を
削
る
。

　

別
表
第
七
保
健
所
の
地
域
保
健
福
祉
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
四
号
中
ワ
を
レ
と
し
、
ヲ
を
タ
と
し
、
同
号
ル
中

「
第
四
十
四
条
の
七
」
を
「
第
四
十
四
条
の
十
一
」
に
改
め
、
同
号
中
ル
を
ヨ
と
し
、
ヌ
を
ル
と
し
、
ル
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ヲ　

費
用
の
負
担
の
決
定
（
第
四
十
四
条
の
三
の
二
）

　
　

ワ　

検
体
及
び
病
原
体
の
受
領
（
第
四
十
四
条
の
三
の
五
）

　
　

カ　

退
院
等
の
届
出
の
受
理
（
第
四
十
四
条
の
三
の
六
）

　

別
表
第
七
保
健
所
の
地
域
保
健
福
祉
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
四
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
イ
か
ら
ト
ま
で
を
ロ
か
ら

チ
ま
で
と
し
、
同
号
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

イ　

届
出
の
請
求
（
第
十
四
条
）

　

別
表
第
七
保
健
所
の
地
域
保
健
福
祉
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
四
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ソ　

費
用
の
負
担
の
決
定
（
第
五
十
条
の
三
）

　
　

ツ　

検
体
及
び
病
原
体
の
受
領
（
第
五
十
条
の
六
）

　
　

ネ　

退
院
等
の
届
出
の
受
理
（
第
五
十
条
の
七
）

　

別
表
第
七
保
健
所
の
地
域
保
健
福
祉
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
十
二
号
中
「
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
の
患
者
に
係

る
介
護
人
派
遣
費
用
交
付
規
則
」
を
「
指
定
難
病
等
に
係
る
看
護
人
等
派
遣
費
用
交
付
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中

「
第
四
条
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
介
護
人
派
遣
受
給
者
の
」
を
削
り
、「
第
七
条
」

を
「
第
五
条
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
表
保
健
所
の
環
境
衛
生
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
十
六
号
イ

か
ら
オ
ま
で
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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�　

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
（
所
管
区
域
内
に
宮
城
県
（
仙

台
市
を
除
く
。）
に
お
け
る
主
た
る
事
業
所
を
設
置
す
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。）。

　

別
表
第
八
児
童
相
談
所
の
支
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
ト
中
「
調
整
」
の
下
に
「
並
び
に
自
立
し
た
日
常
生

活
又
は
社
会
生
活
移
行
へ
の
連
携
及
び
調
整
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
」
を
加
え
、
同
号
ヌ
中
「
児
童
自
立
生
活
援
助
」

の
下
に
「
又
は
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
」
を
加
え
、
同
号
レ
中
「
第
三
十
一
条
」
の
下
に
「
、
第
三
十
一

条
の
二
」
を
加
え
、
同
号
中
ム
を
ノ
と
し
、
ネ
か
ら
ラ
ま
で
を
ム
か
ら
ヰ
ま
で
と
し
、
同
号
ツ
中
「
義
務
教
育
終
了

児
童
等
」
を
「
児
童
自
立
生
活
援
助
対
象
者
」
に
改
め
、
同
号
中
ツ
を
ナ
と
し
、
ナ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ラ　

社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
の
利
用
の
勧
奨
（
第
三
十
三
条
の
六
の
三
）

　

別
表
第
八
児
童
相
談
所
の
支
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
ソ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ツ　

資
料
又
は
情
報
の
請
求
、
意
見
の
開
陳
及
び
協
力
の
要
請
（
第
三
十
三
条
の
三
の
二
）

　
　

ネ　

児
童
等
に
対
す
る
措
置
等
に
係
る
意
見
聴
取
等
の
措
置
（
第
三
十
三
条
の
三
の
三
）

第
二
条　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
市
町
村
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
中
「
第
三
十
条
の
四
十
四
の
十
二
」
を

「
第
三
十
条
の
四
十
四
の
十
三
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

一�　

第
一
条
中
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
一
税
務
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
八
号
の
改
正
規
定
（
ハ
を
削
り
、
ニ
を
ハ

と
す
る
部
分
に
限
る
。）、
同
表
復
興
危
機
・
管
理
部
長
の
防
災
推
進
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
、
同
表
環
境
生
活

部
長
の
環
境
対
策
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
及
び
同
表
自
然
保
護
課
長
の
専
決
事
項
の
項
の
改
正
規
定
、
同
表
経

済
商
工
観
光
部
長
の
観
光
政
策
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
の
改
正
規
定
（「
観
光
政
策
課
」
を
「
観
光
戦
略
課
」

に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）、
同
表
観
光
政
策
課
長
の
専
決
事
項
の
項
の
改
正
規
定
（「
観
光
政
策
課
長
」
を
「
観

光
戦
略
課
長
」
に
改
め
る
部
分
及
び
同
項
に
一
号
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。）、
同
表
建
築
宅
地
課
長
の
専
決
事
項

の
項
の
改
正
規
定
（
第
一
号
及
び
第
十
号
に
係
る
部
分
並
び
に
同
項
に
一
号
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。）
並
び
に

同
表
地
方
振
興
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
二
十
三
号
、
別
表
第
四
農
業
農
村
整
備
部
長
の
専
決
事
項
の
項
、

同
表
林
業
振
興
部
長
の
専
決
事
項
の
項
、
同
表
地
域
事
務
所
に
置
か
れ
る
農
業
農
村
整
備
部
長
の
専
決
事
項
の

項
、
同
表
地
域
事
務
所
に
置
か
れ
る
林
業
振
興
部
長
の
専
決
事
項
の
項
の
改
正
規
定　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　

二�　

第
一
条
中
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
一
市
町
村
課
長
の
専
決
事
項
の
項
の
改
正
規
定　

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に

よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行

政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第

十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
十
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

　

三�　

第
二
条
の
規
定　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日


